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令和２年７月豪雨に伴い被災した箇所における 

がけ崩れ対策の完了について 

 

１ 要旨・目的 

  令和２年７月豪雨により発生したがけ崩れ箇所において，県及び市町により緊急的に実施し

ていた災害関連緊急事業等が完了したので報告する。 

 

２ 現状・背景 

令和２年７月豪雨により発生したがけ崩れ箇所のうち，緊急的な対応が必要であり，崩壊規

模や保全対象人家戸数など一定の要件を満たす６箇所（県事業２箇所，市町事業４箇所）につ

いて，被災箇所の安全確保を図り，県土の安全と民生の安定に資するため，緊急事業として実

施していた対策工事を完了した。 

 

３ 概要 

(1)  対象者 

 被災された県民，保全対象内の県民 

 

(2)  事業内容（実施内容） 

ア 県事業（災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業） 

地 区 名 畑賀
はたか

１丁目２地区 引野町
ひきのちょう

626 地区 

施工場所 広島市安芸区畑賀一丁目 福山市引野町 

発 生 日 令和２年７月 14 日 令和２年７月８日 

保全対象 人家 11 戸（アパート２棟を含む） 人家５戸 

対策工法 法枠工 約 422 ㎡ 法枠工 約 250 ㎡，鉄筋挿入工 51 本 

事 業 費 約 58,000 千円 約 60,000 千円 

完 了 日 令和４年３月 18 日 令和４年３月 31 日 

 
 

イ 市町事業（災害関連地域防災がけ崩れ対策事業） 

地 区 名 大附
おおづけ

下
した

地区 柿ノ木
か き の き

田
だ

２地区 堀
ほり

２号２地区 みくまり三丁目地区 

施工場所 江田島市沖美町三吉 江田島市江田島町小用 江田島市大柿町大原 府中町桜ケ丘 

発 生 日 令和２年７月６日 令和２年７月７日 令和２年７月 14 日 令和２年７月 14 日 

保全対象 人家２戸 人家２戸 人家２戸 人家３戸 

対策工法 法枠工 約 273 ㎡ 植生工 約 230 ㎡ 法枠工 約 132 ㎡ 法枠工 約 125 ㎡ 

事 業 費 約 32,000 千円 約 10,000 千円 約 26,200 千円 約 14,000 千円 

完 了 日 令和４年３月 29 日 令和４年３月 31 日 令和４年３月 30 日 令和４年２月 22 日 

令和４年４月 19 日 
課 名 土木建築局砂防課 
担当者 課長 森下 
内 線 3941 
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(3)  スケジュール 

県事業は令和２年７月 31 日付け，市町事業は令和２年９月 15 日付けで事業採択され，令

和２年度補正予算により測量・設計を実施，国との工法協議や土地所有者との用地契約等を

経て，令和３年６月より工事着手し，令和４年３月末までに全ての箇所で対策工事が完了し

た。 

 

(4)  予算（国庫） 

県事業（災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業）  ：約 118 百万円 

市町事業（災害関連地域防災がけ崩れ対策事業） ：約 82 百万円 

 

４ その他（関連情報等） 

(1)  災害関連緊急事業の採択について（広島県ホームページ） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/20200915saikansaitaku.html 

 

(2)   災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の概要 

根拠法：急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 12 条，第 21 条 

所管省：国土交通省（水管理・国土保全局砂防部） 

実施主体：都道府県 

採択基準（抜粋）：風水害・震災等に伴い発生した崩壊等のうち，次に該当するもの 

・がけ高 10ｍ以上（人家等に実際に被害があったものについては５ｍ以上） 

・保全対象家屋 人家５戸以上又は公共的建物 

・１箇所の事業費が 1,500 万円以上 

    負担割合： 受益者負担金※を除き，国 1/2，県 1/2 

※ 事業費の 2.5％～20％（斜面の高さや公共施設の有無等により決定） 

市町により地元住民に直接負担を求める場合がある 

 

(3)   災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の概要 

根拠法：地方財政法第 16 条 

所管省：国土交通省（水管理・国土保全局砂防部） 

実施主体：市町村 

採択基準（抜粋）：激甚災害に伴い発生した崩壊等のうち，次に該当するもの 

・がけ高 ５ｍ以上 

・保全対象家屋 人家２戸以上又は公共的建物 

・１箇所の事業費が 600 万円以上 

    負担割合：政令市    国 5/10，県 0，   市 5/10 

         その他市町村 国 5/10，県 2.5/10，市町 2.5/10 
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